
2025年度あいちの伝統野菜振興業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

本県は、歴史的・文化的に重要な地域資源である伝統野菜の周知と消費促進を図る

ため、３７品目の「あいちの伝統野菜」を選定している。 

本事業では、「あいちの伝統野菜」の産地の継承を図るための体制づくりを推進す

るとともに、産地と連携して消費者の理解度を高める取組を推進し、産地活性化を図

る。 

 

２ 業務の内容 

 (1) 継承体制づくり 

生産者数が増加し継続的に栽培されるよう、伝統野菜特有の栽培方法などを伝

えること。 

ア 栽培者向け栽培講習会 

既存の１産地以上で栽培技術・情報発信・販路開拓に関する栽培講習会を行う

こと。 

イ 新規栽培者向け栽培講習会 

市民農園等の利用者に対して、伝統野菜の魅力や栽培に関するセミナーを２産

地以上で行うこと。 

 (2) 情報発信 

 県民が伝統野菜に親しみを持てるよう、歴史的・文化的な特徴、形態的な特性

や食味、産地や旬、料理等を分かりやすく紹介し、消費者の理解度を高めるため

の情報発信を行うこと。 

ア ＰＲ用教材等の作製 

紹介動画を品目ごとに５品目以上作製し、県が開設している「あいちの伝統

野菜」Ｗeb ページに追加する。更新作業等を明記した運用管理マニュアルを更

新し、県職員による更新が容易で持続可能な仕組みとすること。Webページ更新

にあたっては、別添「Ｗebページ作成の手引」（県総務局総務部情報政策課）を

参考にすること。 

イ レシピコンテストの開催 

伝統野菜を使用した料理等のレシピコンテストを開催すること。また、この

取組についてメディア等で発信すること。 

ウ 加工品等の開発と販路の確保 

 多角的な販路開拓の必要のある地域品目を中心とした商品を開発し、外食や

和洋菓子店等と連携してイベントを実施すること。 

また、広く消費者に向けて「あいちの伝統野菜」を PRするため、伝統野菜産



地と連携し、リアル会場及びオンライン会場でのフェアを開催すること。また、

取組についてメディア等で発信するとともに、その結果から今後の販路拡大に

向けた調査を実施すること。 

 

３ 納入する成果物 

 (1) 委託業務実績報告書 

   印刷物を正副２部、CD-ROM等により電子データを提出すること 

 (2) 作製したＰＲ教材 一式（電子データ含む） 

 (3) 作製したＷebページ 

 (4) その他県が指示したもの 

 

４ 納入場所 

  愛知県農業水産局農政部園芸農産課 

 

５ 納入期限 

  令和８年３月６日（金） 

 

６ 業務完了届 

委託事業者は、委託業務が完了したときは、委託業務完了報告書に事業成果等を

記載し、遅滞なく県に提出すること。 

 

７ その他 

(1) 本業務は、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用して行うため、「新

しい地方経済・生活環境創生交付金制度要綱」等に規定する要件を遵守すること。

また、受託者は、本事業に係る会計実地検査が行われる場合は、協力すること。 

(2) 業務内容の全般について、県と事前に連絡調整をとり、県の指示に従って行う

こと。また、業務内容全般を常に把握している担当者を置き、事業の進捗状況に

ついて、随時報告を行うこと。 

(3) 打合せのための資料作成及び議事録等の作成を行うこと。 

(4) 業務の遂行にあたっては、あいち在来種保存会と連携を図ること。 

(5) 著作権をはじめ、本業務に関する一切の権利は愛知県に帰属する。また、受託

事業者は、第三者の権利を侵害していないことを保証すること。 

(6) 受託者は、業務の遂行上必要と認められるものであって、本仕様書の解釈に疑

義が生じた事項、仕様書及び企画提案書に明記していない事項については、県と

協議し、県の指示に従わなければならない。 


